
 

報道機関各位 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について（市内２３４１～２３６１例目） 

前橋市内で２１件(２３４１～２３６１例目)の新型コロナウイルス感染症の患者を確認しました。 
本市では、濃厚接触者の把握を含め、積極的疫学調査、健康観察等を実施しているところです。 

 

№ 
市内番号 

（県内番号） 
結果 

判明日 
年代 性別 職業 備考 発症日 

調査時
の症状 

1 
2341 

(15860) 
9 月 7 日 

10 歳 
未満 

男性 小学生 
市内 2316 例目 

の同居家族 
9 月 5 日 軽症 

2 
2342 

(15876) 
9 月 7 日 30 代 男性 会社員 ― 9 月 4 日 軽症 

3 
2343 

(15882) 
9 月 7 日 40 代 女性 無職 ― 9 月 4 日 軽症 

4 
2344 

(15883) 
9 月 7 日 20 代 女性 無職 ― 9 月 4 日 軽症 

5 
2345 

(15897) 
9 月 7 日 20 代 男性 

会社員 
（市外） 

― ― 無症状 

6 
2346 

（15903） 
9 月 7 日 50 代 男性 会社員 

市内 2121 例目 
の同居家族 

― 無症状 

7 
2347 

（15904） 
９月 7 日 10 代 男性 中学生 

市内 2121 例目 
の同居家族 

9 月 4 日 軽症 

8 
2348 

（15905） 
9 月 7 日 10 代 男性 小学生 

市内 2121 例目 
の同居家族 

9 月 6 日 軽症 

9 
2349 

(15906) 
9 月 7 日 50 代  男性 無職 

市内 2121 例目 
の同居家族 

9 月 4 日 軽症 

10 
2350 

（15907） 
9 月 7 日 40 代 男性 会社員 ― 9 月 4 日 軽症 

11 
2351 

（15913） 
9 月 7 日 50 代 男性 会社員 ― 9 月 3 日 軽症 

12 
2352 

（15916） 
9 月 7 日 30 代 男性 

学校職員 
（市外） 

市内 2307 例目 
の同居家族 

― 無症状 

13 
2353 

（15917） 
9 月 7 日 40 代 女性 

学校職員 
（市外） 

市内 2307 例目 
の同居家族 

9 月 6 日 軽症 

14 
2354 

（15919） 
9 月 7 日 30 代 男性 

学校職員 
（市外） 

市内 2314 例目 
の同居家族 

― 無症状 
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№ 
市内番号 

（県内番号） 
結果 

判明日 
年代 性別 職業 備考 発症日 

調査時
の症状 

15 
2355 

（15943） 
９月 7 日 

10 歳 
未満 

女性 未就学児 
市内 2246 例目 

の同居家族 
9 月 6 日 軽症 

16 
2356 

（15944） 
9 月 7 日 10 代 女性 アルバイト ― 9 月 4 日 軽症 

17 
2357 

（15945） 
9 月 7 日 20 代 男性 自営業 

市内 2300 例目 
の濃厚接触者 

8 月 21 日 軽症 

18 
2358 

（15962） 
9 月 7 日 20 代 女性 無職 

市内 2285 例目 
の同居家族 

9 月 7 日 軽症 

19 
2359 

（15963） 
9 月 7 日 

10 歳
未満 

女性 小学生 
市内 2334 例目 

の同居家族 
― 無症状 

20 
2360 

（15964） 
9 月 7 日 70 代 男性 

会社員 
（市外） 

― 9 月 4 日 軽症 

21 
2361 

（15965） 
9 月 7 日 60 代 女性 医療従事者 ― 9 月 5 日 軽症 

 
※濃厚接触が確認された人には、１４日間の健康観察と外出自粛を要請するとともに、検査を実施
する予定です。検査結果が陽性となった場合は、別途報告します。 

 

市内工場関係について 

９月７日付けで報告した市内食品加工工場において、新たに従業員１人の陽性が確認されました。 
■これまでの陽性判明者 従業員１１人 
 
 

市民の方へお願い 
新型コロナウイルス感染症に関連して、不当な差別や偏見をなくしましょう。 

 
 

 
 
 
 
報道関係者の皆様へのお願い 引き続き調査を行い、必要な情報は随時発表いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

感染症法第１６条第１項の規定に基づき、感染症の予防のため情報の公表を行いますが、同第２項に

より個人情報の保護に留意する必要があります。報道機関各位におかれましては、報道に当り、プライ

バシーの保護にご配慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保健予防課 感染症対策係 
電 話 ＜平日＞直通 /０２７－２２０－５７７９ 
    ＜夜間・休日＞０２７－２２４－１１１１（当直室）から内線８４－２２１６へ 

 

本件に関するお問い合わせ先 

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や
偏見に基づく差別を行うことは許されません。 

公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。 



 


